
法 第 １ ５ 条 の ２ の ５ の 特 例 法 第 ９ 条 の ３ の ３ の 特 例

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
に

係
る

手
続

に
関

す
る

特
例

災
害

廃
棄

物
処

理
の

委
託

非
常

災
害

に
よ

り
生

じ
た

廃
棄

物
を

処
理

す
る

た
め

、
市

町
村

か
ら

委
託

を
受

け
て

そ
の

一
般

廃
棄

物
を

処
理

す
る

施
設

を
設

置
す

る
場

合
⇒

民
間

事
業

者
等

で
あ

っ
て

も
市

町
村

が
設

置
す

る
場

合
と

同
様

に
届

出
で

足
り

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

設
置

届
出

使
用

開
始

・
施

設
維

持
管

理
計

画
・
生

活
環

境
影

響
調

査
の

結
果

等
を

添
付

・
既

に
所

要
の

手
続

を
経

て
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

の
設

置
許

可
を

取
得

し
て

い
る

場
合

か
つ

、
・
環

境
省

令
で

定
め

る
特

例
の

対
象

と
な

る
廃

棄
物

に
該

当
す

る
場

合
⇒

当
該

一
般

廃
棄

物
を

処
理

す
る

に
あ

た
り

、
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

設
置

許
可

を
要

せ
ず

届
出

で
足

り
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

（
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

と
し

て
の

）
事

前
の

届
出

（
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

と
し

て
の

）
使

用
開

始

※
１

非
常

災
害

の
た

め
に

必
要

な
応

急
措

置
の

場
合

は
、

処
理

開
始

後
の

届
出

で
も

可

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
と

し
て

の
供

用
開

始
の

30
日

前
ま

で
に

提
出
※

１

（
都

道
府

県
実

施
）

受
理

書
の

交
付

届
出

書
等

の

公
衆

へ
の

縦
覧
※

２

（
設

置
事

業
者

等
が

実
施

）

都
道

府
県

知
事

は
、

届
出

内
容

が
技

術
上

の
基

準
に

適
合

し
な

い
と

認
め

る
と

き
は

、
当

該
届

出
を

受
理

し
た

日
か

ら
30

日
以

内
に

限
り

、

計
画

の
変

更
又

は
廃

止
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
２

公
衆

へ
の

縦
覧

・
意

見
書

提
出

の
対

象
施

設
・
期

間
等

は
設

置
場

所
の

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る
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提
案

に
対

す
る

環
境

省
の

考
え

⃝
平

成
２

７
年

の
法

改
正

に
よ

り
災

害
廃

棄
物

の
処

理
に

関
し

て
、

市
町

村
か

ら
災

害
廃

棄
物

の
処

分
の

委
託

を
受

け
た

民
間

事
業

者
等

が
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

を
設

置
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
都

道
府

県
知

事
へ

の
届

出
で

足
り

る
こ

と
と

し
た

（
法

第
９

条
の

３
の

３
）
。

⃝
環

境
省

と
し

て
、

本
特

例
措

置
の

活
用

も
含

め
た

災
害

廃
棄

物
対

策
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

積
極

的
な

周
知

や
助

言
等

の
活

動
を

行
っ

て
い

く
。

⃝
法

第
15

条
の

２
の

５
は

、
既

に
所

要
の

手
続

を
経

て
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

の
設

置
許

可
を

取
得

し

て
い

る
者

に
処

理
施

設
の

設
置

許
可

の
取

得
を

二
重

に
求

め
る

こ
と

は
合

理
的

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
一

定
の

場
合

に
つ

い
て

許
可

手
続

の
合

理
化

措
置

と
し

て
規

定
。

⃝
ブ

ラ
ウ

ン
管

ガ
ラ

ス
の

溶
融

施
設

や
廃

石
膏

ボ
ー

ド
破

砕
施

設
は

、
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

の
設

置
許

可
の

対
象

で
は

な
く
、

本
条

で
規

定
す

る
特

例
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

。

⃝
廃

棄
物

処
理

施
設

に
お

い
て

は
、

施
設

の
構

造
上

の
安

全
性

・
維

持
管

理
の

確
実

性
等

が
確

保
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
、

廃
棄

物
が

安
定

化
・
無

害
化

さ
れ

ず
、

環
境

影
響

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
施

設
そ

の
も

の
が

施
設

周
辺

の
生

活
環

境
保

全
上

の
支

障
を

生
じ

さ
せ

る
お

そ
れ

も
あ

る
た

め
、

そ
の

設
置

に
つ

い
て

は
許

可
制

と
し

て
い

る
。

処
理

施
設

の
許

可
制

の
意

義

法
第

1
5
条

の
２

の
５

の
趣

旨

災
害

時
に

お
け

る
特

例
措

置
の

活
用
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教員免許更新制について

教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に
付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得る

ことを目的として、平成２１年４月から導入。

Ⅰ．制度の目的

・２年間で３０時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会
に申請して手続を行うことが必要となる。

・現職教員等が、定められた期間に所定の手続を行わなかった場合、その者の

免許状は失効する。

・免許状の有効期間：１０年間
※ただし、平成２１年４月１日よりも前に授与された教員免許状については、従前どおり有効期間は定め

られないが、当該免許状を所持する者が現職教員の場合、新免許状と同様に、１０年ごとに免許状更新

講習を受講すること等が必要。

Ⅱ．制度の概要

（１）開設者
・大学
・都道府県等の教育委員会 など

（２）内容

①必修領域（６時間）
受講者は、省令に定められた事項を網羅的に受講

②選択必修領域（６時間） ※平成２８年４月１日から導入
受講者は、省令に定められた事項から自己の興味関心等に応じて選択
して受講

③選択領域（１８時間）
受講者は、大学等が自由に開設する講習の中から任意に選択して受講

Ⅲ．免許状更新講習

44

重点番号46：教員免許に係る制度の見直し（文部科学省）



○
新
免
許
状
（
法
第
９
条
の
２
）

○
旧
免
許
状
（
法
附
則
第
２
条
）

修 了 確 認

２
年
２
ヶ
月
間

以
後

10
年
ご
と

に
修
了
確
認

（
施
行
規
則
附
則
第
４
条
）

修
了
確
認
期
限

免 許 状 授 与
更
新
講
習

修 了 確 認 申 請

教
員
免
許
状
の
有
効
期
間
及
び
修
了
確
認
期
限
に
つ
い
て

免
許
状
の
有
効
期
間
は
所
要
資
格
を
得
た
日
か
ら
１
０
年
（免
許
状
に
「
有
効
期
間
の
満
了
の
日
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）

た
だ
し
、
新
た
に
免
許
状
を
取
得
し
た
場
合
、

本
人
の
申
請
に
よ
り
、
修
了
確
認
期
限
の

延
期
が
可
能

（
法
第
９
条
第
５
項
）

（
施
行
規
則
附
則
第
９
条
）

更 新 申 請

修
了
確
認
期
限
は
、
保
有
す
る
免
許
状
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
年
月
日
に
よ
っ
て
割
り
振
ら
れ
て
い
る

有 効 期 間 の

更 新
有
効
期
間

10
年

以
後

10
年
ご
と
に

更
新

（
施
行
規
則
第
６
１
条
の
３
）

更
新
講
習

※
教
員
免
許
状
の
所
要
資
格
を
得
た
年
月
日

（
法
第
９
条
第
１
項
）

２
年
２
ヶ
月
間

所
持
す
る
全
て
の
免
許
状
の
有
効
期
間

の
満
了
日
の
う
ち
、
最
も
遅
い
日

（
法
附
則
第
２
条
第
３
項
）

（
平
成
2
1
年
４
月
１
日
以
降
に
初
め
て
授
与
さ
れ
た
免
許
状
）

（
平
成
2
1
年
３
月
3
1
日
以
前
に
授
与
さ
れ
た
免
許
状
）

教
諭

免 許 状 授 与 （※ ）

教
諭

平 成 21 年 ４ 月 １ 日 か ら
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生年月日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間及び申請期間 次回の修了確認期限

①

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日

平成23年3月31日
平成21年4月1日～平成23年1月31日
（平成２０年度実施の「予備講習」受講により

受講義務の一部又は全部が免除可能）

平成33年3月31日

②

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日
昭和51年4月2日～昭和52年4月1日

平成24年3月31日 平成22年2月1日～平成24年1月31日 平成34年3月31日

③

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日
昭和42年4月2日～昭和43年4月1日
昭和52年4月2日～昭和53年4月1日

平成25年3月31日 平成23年2月1日～平成25年1月31日 平成35年3月31日

④

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日
昭和43年4月2日～昭和44年4月1日
昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

平成26年3月31日 平成24年2月1日～平成26年1月31日 平成36年3月31日

⑤

昭和34年4月2日～昭和35年4月1日
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日

平成27年3月31日 平成25年2月1日～平成27年1月31日 平成37年3月31日

⑥

昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
昭和45年4月2日～昭和46年4月1日
昭和55年4月2日～昭和56年4月1日

平成28年3月31日 平成26年2月1日～平成28年1月31日 平成38年3月31日

⑦

昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日

平成29年3月31日 平成27年2月1日～平成29年1月31日 平成39年3月31日

⑧

昭和37年4月2日～昭和38年4月1日
昭和47年4月2日～昭和48年4月1日
昭和57年4月2日～昭和58年4月1日

平成30年3月31日 平成28年2月1日～平成30年1月31日 平成40年3月31日

⑨

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日
昭和48年4月2日～昭和49年4月1日
昭和58年4月2日～昭和59年4月1日

平成31年3月31日 平成29年2月1日～平成31年1月31日 平成41年3月31日

⑩

昭和39年4月2日～昭和40年4月1日
昭和49年4月2日～昭和50年4月1日

昭和59年4月2日～
平成32年3月31日 平成30年2月1日～平成32年1月31日 平成42年3月31日

◇平成２１年３月３１日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方

（栄養教諭免許状を持つ方を除く）の最初の修了確認期限

新免許状と旧免許状の有効期間（修了確認期限）について

○新免許状の有効期間
・平成２１年４月１日以降に初めて授与された免許状は、新免許状といい、１０年間の有効期間が
付されている。

・新免許状所持者は、各自の免許状に「有効期間の満了の日」が記載されている。

○旧免許状の修了確認期限
・平成２１年３月３１日以前に授与された免許状を旧免許状といい、旧免許状をお持ちの方を、旧
免許状所持者という。

・この方は、平成２１年４月１日以降に新たに免許状が授与されても旧免許状所持者の扱いとなる。
・旧免許状所持者の方は、生年月日によって各個人に修了確認期限が割り振られている（下表）。
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（抜粋）

第３章 教員免許状情報の一元的把握と教員免許更新制度の周知方策の充実について

第１節 免許状所持者・学校関係者による教員免許状情報の一元的把握と共有

第２項 改善の方向性
免許状所有者とともに、学校、採用者、免許管理者等が、免許状所有者の免許状情報の
うち必要な事柄を一元的に把握し、簡便かつ的確に共有できる制度的仕組みの導入を
検討する必要がある。

第３項 具体的な改善方策

教員免許更新制度の改善について（報告）
平成２６年３月１８日に教員免許更新制度の改善に係る検討会議により報告

※教育職員免許法は、免許状更新講習に係る制度について、施行後５年を経過した場合に検討を加え
必要な措置を講ずることを規定されていることから検討がなされたもの

教員が所持する免許状及び有効期間（修了確認期限）等の一覧表示

（イメージ）
◆教員免許状情報証明書（簡易検索システムの表示画面も同様の内容を表示）
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【新免許状に関する規定】 

教育職員免許法 （昭和２４年５月３１日法律第１４７号）（抜粋） 

（効力） 

第九条 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、

すべての都道府県（中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学

校又は公立学校の場合を除く。次項及び第三項において同じ。）において効力を有する。  

４ 第一項の規定にかかわらず、その免許状に係る別表第一から別表第八までに規定する所要資格を

得た日、第十六条の二第一項に規定する教員資格認定試験に合格した日又は第十六条の三第二項若

しくは第十七条第一項に規定する文部科学省令で定める資格を有することとなつた日の属する年

度の翌年度の初日以後、同日から起算して十年を経過する日までの間に授与された普通免許状（免

許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内に授与されたものを除

く。）の有効期間は、当該十年を経過する日までとする。  

５ 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第一項、第二

項及び前項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規

定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする。 

（有効期間の更新及び延長）  

第九条の二 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を

有する者の申請により更新することができる。 

３ 第一項の規定による更新は、その申請をした者が当該普通免許状又は特別免許状の有効期間の満

了する日までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講習の課程を修了し

た者である場合又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものと

して文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者である場合に限り、行うものとする。  

６ 免許状の有効期間の更新及び延長に関する手続その他必要な事項は、文部科学省令で定める。 

教育職員免許法施行規則 （昭和２９年１０月２７日文部省令第２６号）（抜粋） 

第六十一条の三 免許法第九条の二第三項 に規定する文部科学省令で定める期間は、二年二月とす

る。 

参考資料 
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【旧免許状に関する規定】 

教育職員免許法 （昭和２４年５月３１日法律第１４７号）（抜粋） 

附 則 （平成19年6月27日法律第98号） 抄 

（教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 （前略）改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十九号）の

規定により授与された普通免許状又は特別免許状を有する者（当該普通免許状及び特別免許状が失

効した者を除く。以下この条において「旧免許状所持者」という。）については、第一条の規定に

よる改正後の教育職員免許法（以下「新法」という。）第九条第一項及び第二項の規定にかかわら

ず、その者の有する普通免許状及び特別免許状（前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新たに

授与されたものを含む。）には、有効期間の定めがないものとする。（後略） 

３ 修了確認期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

一 前条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者

の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日を

経過していない旧免許状所持者（次号に掲げる者を除く。） 当該末日  

二 その修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた旧免許状所持者 当該修了確認期限の翌

日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日 

三 更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した旧免許状所持者 その後に免許管

理者による免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にある

ことについての確認を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日  

４ 免許管理者は、旧免許状所持現職教員が、新法第九条の三第四項の規定により免許状更新講習を

受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により当該旧免許状所

持現職教員に係る前項に規定する修了確認期限（以下この条において単に「修了確認期限」という。）

までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定める

ところにより相当の期間を定めて、当該修了確認期限を延期するものとする。旧免許状所持現職教

員が、新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたことその他の当該旧免許状所持現職教員に

係る修了確認期限を延期することが相当であるものとして文部科学省令で定める事由に該当する

と認めるときも、同様とする。 

教育職員免許法施行規則 （昭和２９年１０月２７日文部省令第２６号）（抜粋） 

附 則 （平成20年3月31日文部科学省令第9号） 抄 

第四条 改正法附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間は、二年二月とする。 

第五条 改正法附則第二条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める年度の末日は、次の各号に

掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。  

一 平成二十三年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者（改正法附則第二条第一項に規定する旧免許状所持者をいう。以下同じ。） 平成二十三

年三月三十一日  

49



二 平成二十四年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成二十四年三月三十一日  

三 平成二十五年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成二十五年三月三十一日  

四 平成二十六年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成二十六年三月三十一日  

五 平成二十七年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成二十七年三月三十一日  

六 平成二十八年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成二十八年三月三十一日  

七 平成二十九年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成二十九年三月三十一日  

八 平成三十年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状所

持者 平成三十年三月三十一日  

九 平成三十一年三月三十一日において、満三十五歳、満四十五歳又は満五十五歳である旧免許状

所持者 平成三十一年三月三十一日  

十 平成三十二年三月三十一日において、満三十五歳以下、満四十五歳又は満五十五歳である旧免

許状所持者 平成三十二年三月三十一日 

２ 栄養教諭の普通免許状を有する旧免許状所持者の改正法附則第二条第三項第一号に規定する文

部科学省令で定める年度の末日は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、

当該各号に定める日とする。  

一 平成十八年三月三十一日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成二

十八年三月三十一日  

二 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までに栄養教諭の普通免許状を授与された

旧免許状所持者 平成二十九年三月三十一日  

三 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までに栄養教諭の普通免許状を授与された

旧免許状所持者 平成三十年三月三十一日  

四 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までに栄養教諭の普通免許状を授与され

た旧免許状所持者 平成三十一年三月三十一日 

第六条 改正法附則第二条第三項第三号に規定する文部科学省令で定める期間は、二年二月とする。  

第七条  

２ 改正法附則第二条第四項後段に規定する文部科学省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由と

する。  

一 改正法附則第二条第二項に規定する旧免許状所持現職教員（以下単に「旧免許状所持現職教員」

という。）が平成二十一年四月一日以降に普通免許状又は特別免許状の授与を受けたこと。 

第九条 次の各号に掲げる事項については、旧免許状所持者（第三号及び第四号に掲げる事項につい

ては旧免許状所持現職教員に限る。）の申請により行うものとする。 

一 更新講習修了確認  

二 改正法附則第二条第三項第三号に規定する確認  

三 改正法附則第二条第四項に規定する修了確認期限の延期  

四 改正法附則第二条第五項括弧書に規定する認定  
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○
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主
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９
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０
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：
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→
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→
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基
準

に
つ

い
て

も
、

経
過

措
置

が
設

け
ら

れ
て

い
た

。

※
実

質
赤

字
比

率
及

び
連

結
実

質
赤

字
比

率
に

つ
い

て
は

、
東

京
都

の
基

準
は

、
別

途
設

定
さ

れ
て

い
る

。

旧
来

の
地

方
公

共
団

体
の

財
政

再
建

制
度

で
は

分
か

り
や

す
い

財
政

情
報

の
開

示
や

早
期

是
正

機
能

が
な

い
等

の
問

題
が

指
摘

さ
れ

て
い

た
た

め
、

新
た

な
指

標
の

整
備

と
そ

の
開

示
の

徹
底

、
財

政
の

早
期

健
全

化
や

再
生

を
図

る
「
地

方
公

共
団

体
の

財
政

の
健

全
化

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

９
年

法
律

第
９

４
号

）
」
が

平
成

２
１

年
４

月
に

全
面

施
行

さ
れ

て
い

ま
す

。
法

律
の

概
要

は
下

図
の

と
お

り
。

（
参
考
）
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
概
要
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